
議案第103号 

 

つくば市市民研修センターの指定管理者の指定について 

 

上記の議案を次のとおり提出する。 

 

令和４年12月１日 

 

つくば市長 五 十 嵐 立 青       

 

 

つくば市市民研修センターの指定管理者の指定 

 

つくば市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成16年つくば市

条例第37号）第４条に基づく指定管理者は、次のとおりとする。 

 

１ 公の施設の名称 

  つくば市市民研修センター 

２ 指定管理者 

  法人名 社会福祉法人つくば市社会福祉協議会 

  所在地 茨城県つくば市筑穂一丁目10番地４ 

３ 指定期間 

  令和５年４月１日から令和10年３月31日まで 

 （提案理由） 

 つくば市市民研修センターの指定管理者として社会福祉法人つくば市社会福祉協

議会を指定するため、この案を提出するものである。 
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指定管理者候補者選定検討結果報告書  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年(2022 年)10 月 27 日 

つくば市指定管理者候補者選定検討会議 

（事務局：つくば市政策イノベーション部企画経営課） 



 「地方自治法」（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の２第３項による公の施設

の指定管理者の指定に当たり、「つくば市公の施設の指定管理者の指定の手続等

に関する条例」（平成 16 年つくば市条例第 37 号。以下「条例」という。）第４

条第１項の規定による指定管理者候補者の選定を公平かつ適正に行うため、つく

ば市指定管理者候補者選定検討会議（以下「検討会議」という。資料１参照）を

開催し、条例第２条の規定による指定管理者の公募に応じて条例第３条の規定に

よる指定管理者の指定の申請をしたものについて、指定予定施設の指定管理者候

補者の選定に係る検討を行ったので、その結果を報告する。 

 

１ 指定管理者制度が創設された背景と目的 

公の施設の管理は、その適正な管理の確保を図るため、公共的団体などに委託

先が限定されてきた。しかし、多様化する住民ニーズへの対応には、民間事業者

のノウハウを活用することが有効であると考えられるようになり、住民サービス

の向上とともに管理経費の節減を図る目的で、平成 15 年に指定管理者制度が創設

された。 

 

２ 施設の概要 

 (1) 名称  つくば市市民研修センター 

  (2) 所在地 資料２「つくば市市民研修センター施設概要」参照  

  (3) 施設の設置目的 資料２「つくば市市民研修センター施設概要」参照 

  (4) 設置年 資料２「つくば市市民研修センター施設概要」参照 

  (5) 施設根拠 つくば市市民研修センター条例（平成 12 年つくば市条例第 41 号） 

  (6) 施設の概要等  資料２「つくば市市民研修センター施設概要」参照 

 

３ 指定予定期間 

令和５年４月１日から令和 10 年３月 31 日まで 

 

４ つくば市指定管理者候補者選定検討会議委員名簿 

 所 属 等 氏   名 備  考 

１ 政策イノベーション部長 藤光 智香  座長代理 

２ 市民委員 木村 京子  外部委員 

 

 

３ 市民委員 澤内 真人 

４ 税理士 髙谷 豊 



５ 茨城大学 社会連携センター 講師 武田 直樹  

 ６ つくば市福祉団体等連絡協議会 副会長 船橋 秀彦 

７ 社会保険労務士 宮田 美冬 

８ 市長公室長 片野 博司  庁内委員 

９ 総務部長 篠塚 英司 

10 教育局長（施設所管部長） 吉沼 正美 

 

５ 選定までの経過 

  令和４年７月 11 日（月）～令和４年８月 10 日（水） 募集要項配布 

  令和４年７月 15 日（金）～令和４年７月 31 日（日） 質問受付 

  令和４年７月 21 日（木）              現地説明会 

  令和４年７月 21 日（木）～令和４年８月 10 日（水） 申請書類受付 

  令和４年８月 12 日（金）～令和４年９月 28 日（水） 

     第一次審査（教育局生涯学習推進課、政策イノベーション部企画経営課

による書類審査） 

  令和４年９月 29 日（木）  第１回指定管理者候補者選定検討会議開催 

令和４年 10 月 27 日（木） 第４回指定管理者候補者選定検討会議開催 

     第二次審査(実績評価説明、プレゼンテーション、候補者選定等） 

 

６ 申請者の名称及び所在地 （受付順） 

  【申請者１】 名 称：社会福祉法人つくば市社会福祉協議会 

         所在地：茨城県つくば市筑穂一丁目 10 番地４ 

 

７ 申請者の指定管理料提示額 

年度 申請者１ 市上限額 

令和５年度 28,896 千円 28,896 千円 

令和６年度 28,896 千円 28,896 千円 

令和７年度 28,896 千円 28,896 千円 

令和８年度 28,896 千円 28,896 千円 

令和９年度 28,896 千円 28,896 千円 

 

 



８ 審査 

    募集要項に基づき、第一次審査及び第二次審査を実施した。 

 (1) 第一次審査（書類審査／教育局生涯学習推進課、政策イノベーション部企画

経営課） 

募集要項に基づく申請書類、資格要件等に関する審査 

  (2) 第二次審査（プレゼンテーション／検討会議） 

① 申請者によるプレゼンテーション及び選定委員によるヒアリング 

② 選定方法に基づく審査 

 

９ 選定方法 

  つくば市指定管理者候補者及び次点候補者の選定に関する基準（資料３参照）

に基づき、採点表（資料４参照）を用いて選定を行った。 

 

10 選定結果 

 (1)候補者 

  【申請者１】 

   名 称：社会福祉法人つくば市社会福祉協議会 

   所在地：茨城県つくば市筑穂一丁目 10 番地４ 

   代表者：会長 松本 玲子 

   設 立：平成２年６月 25 日 

資産の総額：２億 338 万 7,337 円 

事業内容：社会福祉を目的とする事業の企画及び実施。社会福祉に関する活

動への住民の参加のための援助。社会福祉を目的とする事業に関す

る調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成等 

主な実績：つくば市市民研修センター指定管理業務 

 

11 選定理由 

つくば市指定管理者候補者及び次点候補者の選定に関する基準第６条の２に基

づき、申請者１を候補者として選定した。 

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 

 

 

 
 

 

  
  
  

 









 











 



















 

会 議 録 

会議の名称 令和４年度第４回つくば市指定管理者候補者選定検討会議 

開催日時 令和４年 10 月 27 日（木）13：30～14：30 

開催場所 市役所 ５階 庁議室 

事務局（担当課） 政策イノベーション部企画経営課 

 

出 

席 

者 

 

 

委員 

 

 

木村委員、澤内委員、髙谷委員、武田委員、船橋委員、宮田

委員、藤光政策イノベーション部長（座長代理）、片野市長

公室長、篠塚総務部長、吉沼教育局長（つくば市市民研修セ

ンター所管） 

主管課 生涯学習推進課：澤頭課長、福田係長 

事務局 政策イノベーション部企画経営課：大越次長、横田課長、中

村課長補佐、岩橋係長、高橋主任、瀬戸主任 

公開・非公開の別 □公開 □非公開 ☑一部公開 傍聴者数 ０人 

非公開の場合はそ

の理由 

選定にあたっては、企業の内部事情やノウハウ等、つくば市

情報公開条例第５条第２号（法人等事業活動情報）に該当す

る情報の聴取が予想されるため非公開とする。 

 

会議次第 

 

１  開会 

２ つくば市市民研修センターに係る指定管理者候補者の

選定 

(1)実績評価表及び類似施設の運営状況について 

(2)採点表における加減点の承認について 

(3)申請者プレゼンテーション及び質疑応答並びに採点 

 ①社会福祉法人つくば市社会福祉協議会 

(4)集計結果報告及び指定管理者候補者の決定 

３ 閉会 
 

 ＜会議概要＞ 

○事務局 定刻となりましたので、ただいまから令和４年度第４回つくば市指

定管理者候補者選定検討会議を開会いたします。 
まず、市民研修センターに係る指定管理者候補者の選定を行います。担当さ

れる委員の皆様よろしくお願いいたします。 

初めに、資料の確認を行いたいと思います。  

 

【資料確認】 

 

この後の会議の進行についてですが、申請団体である社会福祉法人つくば市

社会福祉協議会の会長に就任している松本副市長は、この選定に加わることが



 

できないため、藤光政策イノベーション部長が座長代理として進行を行います。

それでは部長、よろしくお願いいたします。 

○座長代理 つくば市政策イノベーション部の藤光でございます。座長代理と

して進行させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

まず、市民研修センターに係る指定管理者候補者の選定を行いたいと思いま

す。 

第１回の会議で決定させていただいた通り、第２回以降の会議では申請者に

よるプレゼンテーション、ヒアリングの際には、つくば市情報公開条例に規定

される不開示情報を含むものとして、プレゼンテーションの前までは公開で、

プレゼンテーション以降は非公開とします。 

それでは傍聴者の方はいらっしゃいますか。 
 

-傍聴者なし- 

 

傍聴者はいらっしゃらないということで会議を再開します。 

まず採点表における加減点について承認を行うため、次第の２、実績評価表

及び類似施設の運営状況について施設所管課の生涯学習推進課から説明をお願

いいたします。 

○生涯学習推進課 

 【実績評価表及び類似施設の運営状況について説明】 

○座長代理 ただいまの説明についてご質問等ある方おりますでしょうか。 

質問はないということなので、実績評価表による採点表における加減点の承

認を行いたいと思います。 

市民研修センターにおける加減点については、先ほどありました担当課から

の報告の通り、評価ランクをＢとし、採点表への加減点は０点ということでよ

ろしいでしょうか。 

-異議なし- 

 

○座長代理 それでは封筒の中に採点表が入ってございますので、社会福祉法

人つくば市社会福祉協議会の採点表の、実績評価による加減点の欄に０点と記

入をお願いいたします。 

それでは、会議を再開いたします。選定にあたっては申請のあった団体等か

らのプレゼンテーションで先ほど承認を受けた採点表を使って、委員の皆様に

採点を行っていただきます。 

では、プレゼンテーションに移らせていただきますので、申請者の入室をお

願いいたします。 

 

【社会福祉法人つくば市社会福祉協議会によるプレゼンテーション】 



 

 

○座長代理 それでは質疑の時間に移りたいと思います。 

プレゼンテーションまたは申請書類等についてご質問ある方いらっしゃれば

挙手をお願いいたします。 

○委員 要望になりますが、２点ありまして、１点は高齢者対応で、筑波地区

は市内で２番目に高齢化率が高いという地域です。その地域の中に、老人福祉

センターがないという意味では、利用料の免除者率が非常に高くて運営が厳し

いということですが、その高さこそある意味評価できる点です。その地域の中

で、高齢の人たちがちゃんと利用している点はぜひ大事にしていただきたいで

す。もちろん有料化で、一般の市民の人達、あるいは、観光の人達を入れてい

くということは重要ですけれども、効率という点だけではなく、市民研修セン

ターの場合は、このような位置づけもあると思います。今後も免除されている

人たちも、大事にして、地域の高齢者の交流の場としていって欲しいなという

のが１点目です。 

２点目は、福祉避難所です。私は、福祉避難所というのが大変意義があると

思っています。お願いというのは福祉避難所で、特に知的障害とか、自閉症と

か、そういう人たちは、なかなか理屈だけではわからない部分があって、実際

に触れ合うことが必要です。対応の時点で、新しい講座を開設するときにボッ

チャなどの障害者が利用できる講座をぜひやっていただきたいです。国やつく

ば市もやっておりますが、障害者の生涯学習という視点で、いろいろな文化的

な場、スポーツの場を拡充しています。ぜひ一体になりながら、障害者向けの

講座というのを取り入れていただいて、そこに職員が関わることによって、普

段から障害の人たちと触れ合っていて、いざという時の福祉避難所に役立てて

欲しいという要望です。 

○座長代理 委員の要望ということですけれども、もし何かコメント等あれば

お願いします。 

○つくば市社会福祉協議会 貴重なご意見ありがとうございます。 

利用に関しましては、所管課との協議もございますので、こちらの方で対応

させていただければと思っております。 

２番目の福祉避難所の件ですが、社会福祉協議会と福祉部との関連もござい

ますのでそちらと協議していきながら、市民研修センターの障害者の方々の利

用ということで、考えていければと思っております。貴重なご意見ありがとう

ございました。 

○座長代理 その他、ご質問等ありますでしょうか。 

 

【つくば市情報公開条例第５条第２号（法人等事業活動情報）に該当する質疑

応答】 

 



 

○座長代理 その他ご質問はありますでしょうか。 

○委員 ２点ほどご質問させていただきたいと思います。 

 

【つくば市情報公開条例第５条第２号（法人等事業活動情報）に該当する質疑

応答】 

 

２点目は、利用者の周知について、地域の方以外に、企業や団体へ案内して、

施設利用拡大を図っていくとのことでしたが、具体的な目標値やどんな活動を

されていくのか、ゴールみたいなものがもしあれば、教えていただきたいと思

います。 

○座長代理 ご回答の方、いかがでしょうか。 

○つくば市社会福祉協議会  

 

【つくば市情報公開条例第５条第２号（法人等事業活動情報）に該当する質疑

応答】 

 

 ２点目は、利用者への周知ですが、上大島工業団地には 28 社ございます。北

部工業団地は 26 社。西部工業団地には 22 社の企業がございます。このような

企業に広報物をお配りしたり、プレゼンの中でもご紹介させていただきました、

ロードバイク利用者や、宝篋山の登山客へチラシをまくことで、今、コロナで

落ち込んでいる利用者数を取り戻す、元に戻したいというのが実情のところに

なっております。今のところはコロナ前までの利用者に戻すということが目標

値になっております。 

○委員 【つくば市情報公開条例第５条第２号（法人等事業活動情報）に該当

する質疑応答】 

 

 

２点目のお話については、28 社、26 社、22 社への声かけは、今年度何社に

声をかけ、少なくとも何社ぐらいに利用してもらうという、具体的な目標があ

るのか、もしくはこれから作られるのかを教えてください。 

○つくば市社会福祉協議会  

【つくば市情報公開条例第５条第２号（法人等事業活動情報）に該当する質疑

応答】 

 

お声がけに関しましては、何社あるかということを調べたものですので、今

後、なるべく早い時期にチラシの方も配布できるような形で運用も促していき

たいと思っております。 

○座長代理 その他いかがでしょうか。 



 

○委員 今回資料の中で、労働環境のところで、事業場の最低賃金の方が 890

円となっていますが、こちらは最低賃金に合わせて更新されているのでしょう

か。 

○つくば市社会福祉協議会 今のご質問ですが、911 円ということで最低賃金

の方は、10 月１日付での更新をしてございます。 

 

【つくば市情報公開条例第５条第２号（法人等事業活動情報）に該当する質疑

応答】 

 

○座長代理 その他いかがでしょうか。お願いいたします。 

○委員 【つくば市情報公開条例第５条第２号（法人等事業活動情報）に該当

する質疑応答】 

 

 

２点目は、自主活動グループ、地元の団体への活動支援を 16 年間で、どのよ

うな実績が上がってきたのかを実績ベースで教えていただければと思います。 

○つくば市社会福祉協議会  

【つくば市情報公開条例第５条第２号（法人等事業活動情報）に該当する質疑

応答】 

 

２点目の講座、自主活動のサークル化ですが、現在 23 団体の方が登録してお

ります。内容的にはダンス、パソコン、切り絵など文化的なものや太極拳や音

楽などがあり、講座で行ってきた体操教室が、その後、継続的に入れ替え制と

なり、サークル化していったと聞いております。ただ、16 年も経つと団体を構

成している方が 70 代 80 代になり、なかなか継続するのが難しいという側面も

ありますので、今後はサポートしていければと考えております。 

 

【つくば市情報公開条例第５条第２号（法人等事業活動情報）に該当する質疑

応答】 

 

○座長代理 他はいかがでしょうか。お願いします。 

○委員 高齢者の利用が多い印象ですが、年代別の利用の割合を教えてくださ

い。 

○つくば市社会福祉協議会 利用者の方に関しては、ほぼ高齢者の方々のサー

クルが多いです。講座の利用者の中には小さいお子さんも入っておりますが、

ほぼ高齢者の方々の利用が多い施設となっております。 

○座長代理 以上で質疑を終了といたします。申請者は退出をお願いします。 

 



 

【申請者退出】 

 

○座長代理 それでは採点に移りますが、事務局や所管課に改めて確認したい

事や疑問点ありますでしょうか。ないようですので、それでは採点表の方に記

載をお願いいたします。 

【採点】 

 

○事務局 それではこれから事務局で集計いたしますので、集計の時間をいた

だきたいと思います。その間、休憩といたします。 

 

【休憩】 

 

○座長代理 それでは、時間になりましたので、会議を再開したいと思います。

事務局は集計結果の報告をお願いします。 

○事務局 集計結果につきましてご報告させていただきます。 

本日は、申請者１者にプレゼンテーションを行っていただきました。 

本日の基礎資料４、つくば市指定管理者候補者及び次点候補者の選定に関す

る基準第５条第３項で、「委員の過半数が基準点に満たないと評価した申請者

については、候補者及び次点候補者として選定しない」と規定しております。 

今回お配りさせていただきました採点結果表にも記載しておりますが、基準

点が 51 点となっておりまして、適と評価した委員が９名、否と評価した委員が

１名となりました。以上で、集計結果のご報告とさせていただきます。 

○座長代理 ただいまの事務局からの報告についてご質問等ある方いらっしゃ

いますでしょうか。 

それでは本検討会議は申請者社会福祉法人つくば市社会福祉協議会を市民研

修センターの指定管理者候補者として、市長に報告することといたします。皆

様、それでよろしいでしょうか。 

-異議なし- 

○座長代理 ありがとうございます。それでは、事務局から報告書案について

説明をお願いします。 

○事務局      【報告書（案）について説明】 

○座長代理 事務局からの説明についてご質問等はございますか。 

では、事務局案を採用してもよろしいでしょうか。 

-異議なし- 

○座長代理 では、当会議の検討結果につきまして、只今の報告書により市長

に報告し、12月議会において指定管理者指定議案として上程したいと思います。

事務局より連絡事項があればお願いします。 

○事務局          【連絡事項】 



 

○座長代理 それでは、市民研修センターに係る指定管理者候補者の選定を終

了いたします。委員の皆様には、ご多忙にもかかわらず、指定管理者候補者の

公平・公正な選定及び会議の円滑な運営にご協力いただき、誠にありがとうご

ざいました。 

＜終了＞ 
 


